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1. はじめに 
 

 各国の競争法は、事業者による競争制限的な行為を規制しているが、ある行為が競争を制限するかどうかを検討する上では、

通常、まず競争が行われる市場の範囲が画定される。このとおり、市場画定は、競争法が問題となる多くの事案(特に企業結合や

私的独占の事案)において検討の出発点となるが、2019 年 12 月に発足した欧州委員会の新体制において競争政策を担当する

Margrethe Vestager 委員は、同月、新たな任期(2019 年 12 月～2024 年 10 月)に取り組むべき課題として、市場画定ルールの見

直しに着手する意向を表明したので、ここにご紹介する。 

 

2. 従来の市場画定ルール 
 

 欧州委員会は、市場画定に関する基本的な考え方を、1997 年に出した Commission Notice on the definition of relevant market 

for the purposes of Community competition law(以下｢市場画定告示｣という。)で規定する 1。詳細は割愛するが、市場画定告示

は、以下のとおり、市場画定に関する基本的な考え方を示した上で、市場画定を行う上での具体的な手順や考慮すべき要素、判

断基準等を示している。 

 

・ 市場画定は、当事会社に対する競争的牽制力を判断するためのツールであり、地理的市場と商品市場の両方を検討する

必要がある。(市場画定告示パラ 2) 

・ 当事会社に対する主な競争的牽制力としては、①需要の代替性、②供給の代替性、及び③潜在的競争が存在するが、市

場画定においては①需要の代替性が最も重要である。(市場画定告示パラ 13) 

                                                   
1  なお、市場画定告示は分野横断的な一般的な考え方を示しているところ、具体的な行為類型についてのガイドライン(Guidelines on Vertical 

Restraints、Guidelines on the applicability of Article 101 TFEU to horizontal co-operation agreements、Guidelines on the application of Article 101 

TFEU to technology transfer agreements)にも、各ガイドラインが対象とする類型の行為に係る市場画定の考え方が示されている。 
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・ 需要の代替性の有無を判断する基準として｢SSNIP テスト｣(｢仮想的独占者のテスト｣とも呼ばれる。)が採用される。(市場画

定告示パラ 15-17) 

 

 なお、SSNIP テストとは、ある事業者がある商品をある地域で独占供給していると仮定し、当該仮想的独占者が、小幅であるが

実質的(5～10％)かつ一時的でない価格引上げ(Small but Significant and Non-transitory Increase in Price = SSNIP)をした場合、

需要者が購入先を他の商品又は地域に振り替える程度を検討することで、当該仮想的独占者が価格引上げにより利潤を拡大で

きる商品及び地域の範囲を画定する手法である。例えば、塩味の煎餅が 5～10％値上げされた場合、塩味の煎餅の需要者が醤

油味の煎餅に流れてしまい、その分塩味の煎餅の売上が減って値上げ分を完全に相殺してしまうようであれば、塩味の煎餅と醤

油味の煎餅は同じ市場に含まれることになる。同じような分析を、値上げ分を相殺するほどの売上の減少が生じないところまで、

他の味の煎餅でも繰り返すことで、塩味の煎餅が含まれる市場を画定することができる。SSNIP テストは米国を含む各国の競争

当局によって一般的に採用されており、日本の企業結合ガイドラインにおいても採用されている。 

 

3. 市場画定告示見直しの方向性 
 

 このとおり、欧州委員会は、市場画定告示で市場画定に関する考え方を示し、当該告示に沿って市場画定を行ってきた。しか

し、Vestager 委員は、現在の競争法をとりまく環境の変化、特にビジネスのグローバル化とデジタル化を理由に、市場画定告示見

直しの方向性を示唆した。同氏の具体的な発言内容は、欧州委員会の Web サイトに掲載されているが 2、その概要は以下のとお

りである(括弧内は筆者注記)。 

 

(1) 地理的市場 

 

 まず、Vestager 委員は、地理的市場の画定に関する現行ルールの問題として、以下の点を指摘する。 

 

・ 欧州単一市場の達成、さらには、国際貿易の進展とデジタル化により、消費者は世界的な市場からの便益を容易に享受で

きるようになっている。 

・ 例えば、電気通信機器の分野では、かつては欧州域内の国毎に異なる技術基準が採用されていたため、市場は国毎とさ

れていたが、欧州、さらには世界全体で基準調和が進んだため、現在では少なくとも欧州全体が市場とされている。 

・ 一方で、セメントのように、現在でも、運搬にコストを要するため、消費者にとっての市場が極めて狭い範囲に限定される商

品もある。 

 

 その上で、具体的には以下の点を挙げて、グローバル化の時代におけるビジネスの実態を適切に反映した地理的市場の画定

に関するルールの変更を検討するという方向性を示した。 

 

・ グローバル化の進展を踏まえつつ、同時に、全ての市場に向けた一般的なルールを定めるのではなく、個々の市場をそれ

ぞれの実態に基づいてみていく必要がある。 

・ 市場画定は競争分析にとって有用な出発点ではあるが、それ自体が分析の終着地点ではなく、市場の外側からの競争圧

力も検討することを明確化する。 

・ 2015 年に欧州委員会が外部の専門家に委託した地理的市場の画定に係る調査(Amelia Fletcher and Bruce Lyons, 

“Geographic Market Definition in European Commission Merger Control”(2016))で述べられた様々な改善案も検討する。 

 

(2) 商品市場 

 

 また、Vestager 委員は、商品市場の画定に関する現行ルールの問題として、以下の点を指摘する。 

 

・ SSNIP テストは、既存商品の価格が少し上がった場合に消費者がどの商品に切り替えるかをみることで、商品市場の境界

が分かるという考え方である。しかし、このテストは、価格の変化に紐付けた手法なので、Google の Android のような消費者

                                                   
2  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/defining-markets-new-age_en 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/defining-markets-new-age_en
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が無料で利用する商品については適用することができない。 

・ デジタル関連の大きなビジネスは、多くの場合、様々な分野の全範囲にわたって事業を行い、消費者に対し、(個別のサー

ビスではなく)全てが一体として上手く機能するようデザインされたサービスのエコシステムを提供している。このため、消費

者は、1 つのエコシステムから別のエコシステムに切り替えることが困難である可能性がある。 

 

 その上で、具体的には以下のような点を挙げて、デジタル化の時代におけるビジネスの実態を適切に反映した商品市場の画定

に関するルール変更を検討するという方向性を示した。 

 

・ 既存製品の(価格ではなく)品質を少し下げた場合に、消費者が他の製品に切り替えるかどうかを考える。 

・ エコシステムが消費者をロックインする方法に目を向ける。 

 

4. 終わりに 
 

 Vestager 委員は、市場画定告示の見直しの具体的なスケジュールには触れなかったが、Vestager 委員の任期中(2024 年 10 月

まで)に見直しがなされる可能性があり、その場合には、上記のとおり、グローバル化及びデジタル化の時代におけるビジネスの

実態をより適切に反映した地域及び商品の範囲を市場として捉える方向での見直しになると予想される。 

 上記のとおり、市場画定は競争法が問題となる多くの事案において検討の出発点となることから、当該考え方の見直しは、事業

者の行為が競争制限的な行為に該当するか否かを判断する手法に影響を与える可能性がある。具体的には、例えば、見直しの

結果、世界市場という観点での検討を求められる事案が増える、市場の外側からの競争圧力がより重視されるようになる、また、

特にデジタル関連のサービスについて、個々のサービスの市場画定よりもサービスのエコシステムにおける競争制限の分析によ

り重点が置かれる、といった可能性が考えられる。 

 いずれにせよ、見直しの結果、現在の市場画定告示が定められてから現在までの欧州委員会の実務の進展が整理・反映され、

市場画定に係るルールと実務の透明性及び明確性、ひいては当事会社が欧州競争法上の論点を分析するうえでの予測可能性

及び利便性が高まることが期待される。以上に加えて、競争法の実務を世界的にもリードしている欧州委員会による市場画定の

見直しは、日本を含む世界各国の競争当局の実務にも影響する可能性が高く、欧州でのビジネスに携わる事業者はもちろん、欧

州以外でビジネスを行う事業者にとっても、今後の動きについては注視が必要であろう。 
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 GDPR 上、EEA 域内にある個人データを EEA 域外に移転することは原則として禁止されている。もっとも、移転先において個人

データに対する十分な保護措置が確保されている場合には EEA域外への移転も認められており、欧州委員会は、このような十分

な保護措置の一つとして、旧データ保護指令 26 条 4 項に基づき、個人データの移転元(データ輸出者)と個人データの移転先

(データ輸入者)が締結する標準契約条項(Standard contractual clauses、いわゆる SCC)を用意している。 

 オーストリアの Schrems 氏(同氏は、2015 年 10 月 6 日に米欧間のプライバシーシールドの前身であるセーフハーバー協定の無

効判決が下された事件にも関与している)は、自らの個人データが、米国の大手 SNS 企業のアイルランド法人から、その米国法

人に移転されていることの法的根拠として、この標準契約条項が用いられていることについて、それが GDPR が求める十分な保

護措置ではないとの理由に基づき無効である等の主張を行ったため、アイルランドのデータ保護当局がアイルランドの裁判所に

提訴し、欧州司法裁判所に標準契約条項の有効性を判断してもらうよう要求した。 

 その結果、欧州司法裁判所に事件が付され、法務官は、2019 年 12 月 19 日、結論として標準契約条項は有効である旨の意見

を公表した(パラ 343)。なお、標準契約条項は、管理者と管理者との間のデータ移転に用いられるもの(2001 年、2004 年に公表さ

れたもの)と、管理者と処理者との間のデータ移転に用いられるもの(2010 年に公表されたもの)とがあるが、本件では後者の有効

性が争われた。 

 このように、法務官の意見としては標準契約条項が有効であることが示されたため、標準契約条項を用いている企業において

は、当面はその実務を継続することで足りるが、標準契約条項の有効性の最終判断は欧州司法裁判所に委ねられているため、

引き続きその動向を注視する必要がある(2020 年の上半期中の判決が見込まれている)。仮に欧州司法裁判所が標準契約条項

を無効と判断した場合には、無効とされた標準契約条項に基づいて域外移転を受けている企業は、十分性認定を含め、他の根

拠に基づいて EEA 域内から EEA 域外への個人データの域外移転を行うことを検討する必要が生じる。 

 さらに、欧州では、標準契約条項に代わって、GDPR に基づいた適切な保護措置としての標準データ保護条項(Standard Data 

Protection Clause、SDPC)の検討が進んでいるといわれている。仮に標準データ保護条項が公表された場合には、上記欧州司法

裁判所の判決の結果にかかわらず、標準契約条項に基づいて域外移転を受けている日本企業の中にも、今一度 EEA 域内から

の個人データの域外移転の方法について見直しが必要になる企業が出てくると考えられる。 
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